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月　　日 曜　日 日　　　　　程　　

3月4日 火
本会議（ 開会9：00、施政方針、議案審議 ）
予算審査特別委員会（ 令和７年度事業予定箇所調査 ）

3月5日 水 予算審査特別委員会　9：00～

3月6日 木 予算審査特別委員会　9：00～

3月7日 金

3月8日 土 休日

3月9日 日 休日

3月10日 月  委員会

3月11日 火 本会議 （ 一般質問 ）　9：00～

3月12日 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　

3月13日 木 予備日( 議案整理日 )　　

3月14日 金 本会議（ 閉会 ） 15：00～

【与論町議会事務局　℡：0997-97-3201】

令和７年第１回（３月）定例会会期日程（予定）

※本会議の模様はインターネット（YouTube）で配信（中継）します。
　　『与論町議会』で検索して下さい。

≪与論町中央公民館からのお知らせ≫

　施設の老朽化に伴い，令和７年３月３１日をもちまして，与論町中央公民館は

【 お問い合わせ先 】　　　　　　　　　　　

　閉館に伴い，調理室にて使用しておりました消耗品（調理用品・皿・コップ等）の

無償配布を行います。ご所望の方は，中央公民館へお越しください。

　　　　配布期間：令和７年３月４日（火）～３月７日（金）

　　　　時　　　間：１０時～１７時

与論町中央公民館　TEL：９７－２０７９

与論町教育委員会　TEL：９７－２４４１

閉館いたします。

※無くなり次第，終了します。予め，ご了承ください。

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

与論高校卒業式 未定 与論高校体育館 与論高校

ひなまつり

4 (火) 本会議（施政方針・議案審議） 9：00～ 議場 議会事務局

5 (水)

6 (木)

7 (金)

8 (土)

9 (日)

10 (月)

11 (火) 本会議（一般質問） 9：00～ 議場 議会事務局

12 (水) 与論中学校卒業式 未定 与論中学校体育館 教育委員会

13 (木)

14 (金) 本会議（閉式） 15：00～ 議場 議会事務局

茶こ　9：30～ 茶花こども園 町民生活課

与こ　9：00～ 与論こども園 町民生活課

16 (日)

15 (土) 各こども園卒園式

3 (月)
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お問い合わせ 

水道課 97-4994 

ふるさと納税は与論町の財源確保につながるだけでなく、地域の事業者の

皆さまにとっても新たな市場を開拓するきっかけになるなど、地域経済の

活性化にとって有効な制度です。

ふるさと納税のニーズは年々増加傾向にあり、返礼品に対する要望も

多岐にわたってきています。

与論町においては、ふるさと納税の返礼品を増やし、寄付者のニーズに

合ったものを提供していければと考えております。下記内容に少しでも

該当しそうでありましたら、ぜひ説明会にご参加ください。

開催日時 ：令和7年3月10日(月)18：00～19：30

開催場所 ：与論町役場 1階 多目的ホール

参加料 ：無料

説明会内容 ：①ふるさと納税の返礼品基準について

②ふるさと納税の返礼品として取り扱う流れについて

※現在、返礼品を掲載していただいてる方もご参加いただい

てかまいません。お気軽にお越しください。

問い合わせ先 ：与論町総務企画課 ふるさと納税担当：光(俊)・高・北村

電話：97-3111

与論町ふるさと納税の返礼品に関する説明会

オリジナル商品を

作っているけど販

路を増やしたい？

宿泊施設やガイド

をしているけどツ

アーとかも返礼品

になる？

特産品を作ろうと考

えているけど、どん

なものが返礼品とし

て掲載できるの？
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予防接種は、お子さまの健やかな成長のために 

一番必要な時期に受けていただくよう市区町村からお知らせしています。 

特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると免疫がつくのが遅れ 

重い感染症になるリスクが高まります。 

この機会に母子手帳の予防接種歴を確認してみましょう。 

 

令和７年３月１日（土）～３月７日（金）は子ども予防接種週間 です 

≪問い合わせ先≫ 与論町保健センター TEL:0997-97-5105 担当：清水・境 

＼与論町国保からの大切なお知らせ／

『マル学』の手続きが必要です

◆修学のため与論町から転出するとき◆
大学や専門学校などへ進学のため与論町から転出される方は『マル学』の手続きが必要です。

転出の手続きの際に、進学することをお知らせください。

マル学該当者は、転入先の市町村で国保に加入する必要はありません。

入学後に在学証明書・住民票のご提出をお願いします。

< 届出に必要なもの >

・保険証または資格確認書

・在学証明書

・世帯主の印鑑 ・住民票

◆現在マル学適用中で引き続き修学するとき◆
学生である間は毎年４月に在学証明書の提出(更新手続き)が必要です。

新年度の４月１日以降に発行された在学証明書をご提出ください。

< 届出に必要なもの >

・在学証明書（新年度の４月１日以降に発行されたもの）

・世帯主の印鑑

※修学中に引っ越し（住所変更）した場合は、現在交付されているマル学保険証(資格確認書)

　と新住所地の住民票も併せてご提出ください。

◆卒業などで学生ではなくなったとき◆
資格喪失の手続きと、マル学保険証(資格確認書)の返還が必要となります。

資格喪失の手続きをしないと、国民健康保険税が加算されたまま
となりますので、ご注意ください！

< 届出に必要なもの >

・マル学保険証または資格確認書

・学生でなくなったことを証明する書類(卒業証明書, 退学証明書など）

・新たに加入した資格確認書または資格取得証明書の写し

・世帯主の印鑑

お問い合わせ先 ： 与論町役場 健康長寿課 国民健康保険係

☎ 97-4992（直通）

※『マル学』とは、修学のために親元を離れて町外(島外)へ転出する場合に、修学先

でも与論町の国民健康保険に加入することができる制度です。

※マイナ保険証利用中の方も含む

令和７年度町県民税・国民健康保険税申告
役場庁舎内での受付日程について

　　　 申告用紙が不足する場合は,与論町ホームページからダウンロードしていただくか,
　　　税務課までお越しください。

　　時間内に完成しない場合や，会場の混雑状況によっては，お帰りいただき，

　      　職員での経費振り分け，内訳書作成は行いません。ご自身で経費をまとめ，収支内訳書を
          作成の上申告をお願いいたします。

　  全く作成されていない場合は，作成スペースで作成していただきます。

役場庁舎内での申告は，下記日程において受け付けます。

期間：令和７年２月２６日（水）～令和７年３月１７日（月）＊土日祝は除く
午前の部　　９：００～１１：００
午後の部　１３：３０～１５：３０

会場：与論町役場１F　庁議室

申告期限　令和7年3月17日（月）
 

                                         問い合わせ先 役場税務課 0997-97-3133

　  再度役場にて申告していただくことになりますので予めご了承ください。

　 ※申告書及び収支内訳書は１月２３日（木）の小組合文書で配付しています。

　　※申告受付は，収支内訳書を作成完了されている方からさせていただきます。

【収支内訳書等事前作成のお願い】

　  　営業・漁業・農業・畜産等の事業，不動産に係る所得の申告をされる方は
   「収支内訳書」、医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」の事前作成を
   お願いいたします。

     



女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図る
ために、厚生労働省は毎年３月１日から８日までを【女性の健康週間】と定め、女性の健康づく
りを国民運動として展開することとしています。
家庭、職場、地域社会において健康を守るキーパーソンである女性自身が生涯を通じて元気で

いることが、社会の元気の源です。
女性の皆さん、これを機に、ご自身の健康について考えてみませんか？

与論町保健センター

3/1～3/8は【女性の健康週間】

女性の健康についての情報提供サイト「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」について

女性の健康を包括的に支援するため、厚生労働科学研究費補助金により、
研究班が作成し、情報発信を行っています。

ヘルスケアラボ http://w-health.jp/
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保健センターから HPVワクチンの接種が完了していない方にお知らせです 

 

HPVワクチンのキャッチアップ接種（無料）の期限が条件付きで延長
されます 

 

キャッチアップ接種の期限は令和 6年度までとなっていましたが、このたび、条件付き

で接種期限が１年間延長されることになりました。キャチアップ接種対象の方で、完了ま

での期間が短い等であきらめていた方は、今年度中に接種を開始すると令和７年度（令和

８年３月 31日）までは、合計３回を無料（公費）で接種できます。 

（現在定期接種対象の高校１年生相当（平成２０年度生まれの女性）の方も、同様に延長

されます。） 

 

次のいずれにも該当する方 
①平成９年度から平成２０年度生まれの女性 

②令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの間に HPVワクチンを 

 1回以上接種している方 

 

※HPVワクチンの接種について、詳しくはこちらをご覧ください⇒ 

 

 

 

お問合せ・申込み先 

   保健センター 担当：清水 

電話 0997-97-5105 

対象者 

与論町犯罪被害者等支援協議会・ 

与論町再犯防止推進協議会が設立されました 

この両協議会は、令和 6 年度より計画している「与論町犯罪被害者等支援計画」及び「与

論町再犯防止推進計画」の推進を目的とし、関係機関・団体の代表で構成されています。 

犯罪の被害にあわれた方及びその家族への支援窓口、犯罪をした者等の社会復帰支援窓

口は役場町民生活課になりますのでご相談ください。 

 

〇与論町犯罪被害者等支援計画 

犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、誰もが安心して暮らす 

ことのできる地域社会の実現のため策定 

計画期間：令和 6 年度～令和 10 年度 

具体的施策：見舞金の支給（与論町犯罪被害者等見舞金支給等に関する要綱に 

基づく）、一時避難先の確保など 

 〇与論町再犯防止推進計画 

   犯罪をした者等の社会復帰支援を促進し、安心・安全な地域社会づくりのため策定 

計画期間：令和 6 年度～令和 10 年度 

具体的施策：就職相談窓口の設置、協力雇用主の確保など 

 

お問合せ 町民生活課 TEL：0997-97-4930 
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【お問い合わせ】 産業課 97-4924    
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空港利用者専用臨時駐車場のご案内 

 

  与論空港における駐車場内混雑緩和のため，臨時駐車場を整備いたしました。 

空港内駐車場は夜間駐車禁止となっているため、長期で空港に駐車される方は
臨時駐車場をご利用ください。町民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 
◆場  所◆  与論クリーンセンター美ら島前 

 
◆注意事項◆  臨時駐車場ご利用の際のご予約等は行いません。 

車の施錠等はご自身で確実に行ってください。 
駐車場内において，万一，事故等が発生した場合の責任は一切

負いません。 
 

◆お問合せ先◆ 与論空港管理事務所 0997-97-3465 

 

与論クリーンセンター美ら島 

臨時駐車場 

「盛土等」ってなに？Q

詳
し
く
は
鹿
児
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

今年５月１日から盛土等が許可制に

盛土規制法の運用が始まります

与論町全域を規制区域に指定予定
盛土等に伴う災害から人命を守るため，与論町全域が
危険な盛土等を規制する次の２つの区域のいずれかに
指定される予定です。

市街地や集落，その周辺など，盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリア

宅地造成等工事
規制区域

市街地や集落などから離れているものの，地形等の
条件から，盛土が行われれば人家等に危害を及ぼし
うるエリア

各市町村の区域図案を掲載

特定盛土等
規制区域

規制区域内での一定規模を超える盛土等は県の許可が必要になります。

盛土・切土・土砂の仮置き
のことです。

A

・各規制区域において，一定規模を超える盛土等が許可対象となります。
許可対象規模は県ホームページをご覧ください。

 

トップ杯バレーボール大会 参加チーム募集！！ 

開催日時：令和７年３月２３日（日） 午前８：３０ 開会式 

場   所：砂美地来館（全館） 

監 督 会：令和７年３月１９日（水） 午後７：００ 役場１F多目的ホール 

参加締切：令和７年３月１９日（水） 午後５：００ 

チーム編成：男子９人制（※女性３名以上がコート上にいること） 

参 加 費：１チーム 一 般 ５，０００円 中学・高校生 ３，０００円 

            （監督会にて徴収します。） 

表彰：優勝、準優勝、第三位 

そ の 他：申し込みの状況によっては締切を早める場合があります。 

参加申込及びお問い合わせは、下記までお願いします。 

山下（携帯 090-9461-9159） ・ 竹村（携帯 090-4586-9767）      


